
船舶インシデント調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料不足） 

発生日時 平成３０年７月１４日 １０時３０分ごろ 

発生場所 北海道せたな町瀬棚
せ た な

港北西方沖 

 瀬棚港南外防波堤灯台から真方位３０３°３.６海里付近 

 （概位 北緯４２°２９.１′ 東経１３９°４６.４′） 

インシデントの概要  プレジャーボート恵美
え み

丸は、帰港中、燃料がなくなり、運航不能と

なった。 

インシデント調査の経過 平成３０年７月２４日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 恵美丸、５トン未満（長さ６.４８ｍ） 

 ２０２－６０７５北海道、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南、風速 約１m/s、視程 約１００ｍ 

海象：波向 南、波高 約１ｍ 

せたな町には、平成３０年７月９日１６時０７分に濃霧注意報が発

表され、本インシデント時も継続中であった。 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、７月１４日０４時３０分ごろせた

な町狩場
か り ば

漁港虻
あぶ

羅
ら

地区を出港し、視界不良となった０５時１０分ごろ

同町元浦２区の西方沖約６km の地点で機関を中立運転として釣りを開

始した。 

船長は、０８時３０分ごろ釣りを終えて帰ろうとしたところ、濃霧

によって自船の位置が分からなくなった。 

船長は、自船の位置が分からない状態で、付近の釣り船に港の方向

を聞くなどして航行を続け、０９時５４分ごろ携帯電話で釣り仲間を

介して海上保安庁に救助を依頼した。 

本船は、１０時３０分ごろ燃料がなくなり、ゆっくりと北方に向け

て漂流を開始した。 

本船は、７月１６日１１時４０分ごろ北海道積丹
しゃこたん

町神威
か む い

岬の北方

沖約１８km の地点で、捜索中の巡視船に発見され、巡視船にえい
．．

航さ

れて１４時００分ごろ北海道小樽市小樽港に入港した。 

船長は、ＧＰＳプロッターの使い方が分からなかった。 

船長は、出港前、天気予報を確認していなかった。 

分析 本船は、視界不良により船位が分からなくなった状態で航行を続け

たことから、燃料がなくなり、運航不能となったものと考えられる。 



原因 本インシデントは、本船が、視界不良により船位が分からなくなっ

た状態で航行を続けたため、燃料がなくなったことにより発生したも

のと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ＧＰＳプロッターの操作方法を習熟しておくこと。 

 ・自船の位置が分からなくなった場合、やみくもに航行を続けない

こと。 

・小型船舶は、出港前、天気予報を確認し、悪天候が予想される場

合には、出港を見合わせること。 

 


